
消費税の軽減税率制度は、平成３１年１０月１日からの消費税率の１０％への引き上げと同時に実施されま

す。 

軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば会議費や交際費として飲食料品等を購

入する事業者の方や、現時点で消費税免税事業者の方も取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分整理な

ど、新しいルールに沿った請求書等の発行が求められる場合があるため、制度の実施に向けた準備が必要となり

ます。 

つきましては、消費税軽減税率制度のポイントや事業者支援措置について、以下のとおり説明会を開催いたし

ますので是非ともこの機会にご参加ください。（受講料は無料です） 

また、消費税率引上げ・軽減税率制度導入に向けた中小企業・小規模事業者への補助金制度（POS レジ等）につ

いてもご説明いたします。 

説明会に関する連絡・記録のために使用いたします。また個人情報の取扱いについて、ご記入いただいた情報は、当該説

明会に利用する他、商工会議所からの各種連絡・情報提供等に利用いたします。 
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お申込先 宇佐商工会議所 FAX 0978-32-4060  ☎ 0978-33-3433 
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